
鳥取県農地・水・環境保全協議会会報 ふぁーむらんど

協 議 会 報 創刊号

平成 20 年 2 月 14 日

共同活動支援交付金は、平成 26 年度から農地維持支払交付金と資源向上支払交付金（地域

資源の質的向上を図る共同活動）に組替となっています。

農地維持支払交付金では、従来実施して頂いている基礎的保全活動と地域資源の適切な保全

管理のための推進活動を毎年して頂くことになっています。

地域資源の適切な保全管理のための推進活動とは

１．「構造変化に対応した保全管理の目標」の設定（どれかを選択）

① 〔中心経営体型〕 地域内の中心経営体の育成・確保、農地集積を図り、中心経営体との

役割分担や労力補完により保全管理を図る。

② 〔集落ぐるみ型〕 集落営農組織の構築・充実等を図り、集落を基礎とした農業生産体制

の整備と合わせた地域ぐるみの保全管理を図る。

③ 〔地域外経営体連携型〕 地域外の農業生産法人や認定農業者等への農地集積を図り、地域外の

経営体との協力・役割分担により保全管理を図る。

④ 〔集落間・広域連携型〕 広域的な農地利用の調整、近隣集落との連携、旧村や水系単位等での

連携を図り、集落間の相互の労力補完や広域的な活動により保全管理

を図る。

⑤ 〔多様な参画・連携型〕 地域住民の参画、地域外の団体や都市住民等との連携を図り、地域外

を含め多様な地域資源管理の担い手の確保により保全管理を図る。

２．地域で取り組んでいくべき保全管理の内容を明らかにします。

（１）地域ぐるみで取り組む保全管理の内容（どれかを選択）

□農地の利用集積の進展に伴う農用地に係る管理作業

□高齢化の進行に伴う高齢農家の農用地に係る管理作業

□不在村地主等の遊休農地に係る管理作業

□農業者、地域住民等が担う共同利用施設の保全管理

□その他 例：景観保全に資する地域ぐるみで行う農用地・施設の管理

農地集積や水田フル活用に対応した農業用水の適正管理 等

農 村 はもっと美 しくなる
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（２）適切な保全管理を図るための推進活動

①取組方向（どれかを選択）

□担い手との連携の強化、担い手の人材・機材を有効活用した活動の実施

□入り作農家等の近隣の担い手との協力・役割分担に基づく活動の実施

□地域住民、土地持ち非農家等を含めた体制づくり、活動の実施

□地域住民、新規・定年就農者等、新たな保全管理の担い手の確保

□不在村地主との連絡・調整体制の構築、遊休農地等の有効活用

□隣接集落との連携による相互の労力補完、広域的な活動の実施

□その他

②具体的な行動（該当する取組を選択し、毎年度実施）⇒ 必ず実施記録を残しておきましょう！

□農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会

□農業者に対する意向調査、農業者による現地調査

□不在村地主との連絡体制の整備・調整、それに必要な調査

□地域住民等（集落外の住民・組織等含む）との意見交換会・ワークショップ・交流会

□地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査

□有識者等による研修会、有識者を交えた検討会

□その他

Ｑ 多面的機能支払へ移行した場合の協定期間如何

現行農地・水組織（H24～28）が、多面的機能支払（H26～30）に移行した場合は、協

定期間が７年間になるのか。

①H30 年に転用が発生した場合は、７年間の遡及返還が必要か。

②研修は、H30 までに実施すれば良いか。H25 までに実施している場合は、研修の必要は

ないのか。

Ａ 協定期間については、多面的機能支払（H26～30）へ移行することとなる。

この場合、現行の協定（H24～28）が無くなるものではなく、H26～28 は現行の農地・水支払

と多面的機能支払、両方の協定で活動して頂くこととなる。

①H30 年に転用等による面積減となった場合、多面的機能支払の協定に基づき５年間（H26～

30）の遡及返還となる。また、H28 年面積減となった場合、多面的機能支払の協定に基づき

３年間（H26～28）、農地・水支払の協定に基づき２年間（H24～25）の合計５年間の遡及

返還となる。

②研修についても、それぞれの協定期間内での実施が必要である。

但し、「やむを得ない理由」の場合は、遡及返還とはなりません。

ａ．対象農用地について、土地収用法に基づき収用若しくは使用を受けた場合、又は収用適格事業

（土地収用法第３条）の要請により任意に売り渡し若しくは使用させた場合や、農業用施設用地

等とした場合も同様に「やむを得ない理由」に相当する。

ｂ．耕作者の死亡に伴う、協定農用地及び対象農用地の減少は、「やむを得ない理由」に該当する。

なお、農業者が死亡し、耕作が継続できない農用地であっても、相続人の了解があれば遊休農

地発生防止のための保全管理などを行うことは可能であることから、相続人も含め当該農用地の

取扱いについて活動組織で話し合っていただきたい。

多面的機能支払交付金に係るＱ＆Ａ
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Ｑ 資源向上活動（長寿命化）の繰越方法如何

①年間交付額が数十万円で業務発注できない。２年分をまとめ２年目に工事は注することは

可能か。

②①と同様に年間交付額が少ないため、１年目は調査設計を行い、２年目に前年繰越額と併

せた工事発注は可能か。

Ａ 多面的機能支払移行に伴い、長寿命化についても、協定期間中における翌年度繰越が可能となっ

たが、同活動については、年度毎の計画に基づき活動を実施し、その支援として交付金を交付し

ている。

①については、１年目の活動計画がなく、活動も実施していないため認められない。（交付金の丸々

繰り越しは制度上説明できない。）

②については、従来の農地・水支払でも１年目は資材購入（実績報告では暫定数量の報告）して２

年目にまとめて施工することもあり、１年目に調査設計を行い、２年目に前年繰越額と併せた工

事発注は可能です。

Ｑ 中山間地域等直接支払制度に取組んでいる組織が、農地維持支払交付金に取組んだ場合、支

払関係はどうすればよいか。

Ａ 支払は、農地維持支払交付金を優先して支払って頂く。農地維持支払交付金が足りなくなったら、

中山間地域等直接支払制度の交付金を充当して下さい。多面的機能支払交付金で支払可能な活動

については、多面的機能支払交付金で支払って頂くことになる。

平成 25 年度に共同活動交付金に取組んだ組織は 388 組織（15 市町計）で、鳥取県の農
振農用地に占める面積割合は、29％（9,743ha）となっています。

共同活動支援交付金の平成 25 年度実績について
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活動の解説（活動のねらい、活動の内容等参考になる情報）、各種様式は、下記のホームペー
ジから得ることができます。

農林水産省＞組織・政策＞農村振興＞多面的機能支払交付金
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

また、鳥取県内の活動組織の活動状況は、下記のホームページで閲覧できます。
http://www.pref.tottori.lg.jp/41402.htm

多面的機能支払交付金に係るホームページのご紹介


